
議

案

第

四

十

一

号

杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

及

び

杉

並

区

難

病

患

者

福

祉

手

当

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

二

十

年

六

月

十

四

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

及

び

杉

並

区

難

病

患

者

福

祉

手

当

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

第

一

条

杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

四

十

八

年

杉

並

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

第

二

項

中

第

五

号

を

第

六

号

と

し

、

第

四

号

を

第

五

号

と

し

、

第

三

号

を

第

四

号

と

し

、

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

三

中

国

残

留

邦

人

等

の

円

滑

な

帰

国

の

促

進

及

び

永

住

帰

国

後

の

自

立

の

支

援

に

関

す

る

法

律

（

平

成

六

年

法

律

第

三

十

号

）

に

よ

る

支

援

給

付

を

受

け

て

い

る

者

支

援

給

付

を

受

け

て

い

る

間

第

二

条

杉

並

区

難

病

患

者

福

祉

手

当

条

例

（

昭

和

五

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

の

二

第

一

号

た

だ

し

書

中

「

被

保

護

者

」

の

下

に

「

若

し

く

は

中

国

残

留

邦

人

等

の

円

滑

な



帰

国

の

促

進

及

び

永

住

帰

国

後

の

自

立

の

支

援

に

関

す

る

法

律

（

平

成

六

年

法

律

第

三

十

号

）

第

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

支

援

給

付

を

受

け

て

い

る

者

」

を

加

え

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

難

病

患

者

福

祉

手

当

条

例

の

規

定

は

、

平

成

二

十

年

四

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

（

提

案

理

由

）

中

国

残

留

邦

人

等

の

円

滑

な

帰

国

の

促

進

及

び

永

住

帰

国

後

の

自

立

の

支

援

に

関

す

る

法

律

の

一

部

が

改

正

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

対

象

者

の

範

囲

を

改

め

る

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

及

び

杉

並

区

難

病

患

者

福

祉

手

当

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

第

一

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

対

象

者

）

（

対

象

者

）

第

三

条

略

第

三

条

略

２

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

の

い

２

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

期

間

は

、

対

象

者

と

し

な

い

。

に

定

め

る

期

間

は

、

対

象

者

と

し

な

い

。

一

及

び

二

略

一

及

び

二

略

三

中

国

残

留

邦

人

等

の

円

滑

な

帰

国

の

促

進

及

び

永

住

帰

国

後

の

自

立

の

支

援

に

関

す

る

法

律

（

平

成

六

年

法

律

第

三

十

号

）

に

よ

る

支

援

給

付

を

受

け

て

い

る

者

支

援

給

付

を

受

け

て

い

る

間

四

略

三

略

五

略

四

略

資 料
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六

略

五

略

３

略

３

略

第

二

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

難

病

患

者

福

祉

手

当

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

定

義

）

（

定

義

）

第

一

条

の

二

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

第

一

条

の

二

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

こ

ろ

に

よ

る

。

一

難

病

患

者

規

則

で

定

め

る

疾

病

を

有

す

る

一

難

病

患

者

規

則

で

定

め

る

疾

病

を

有

す

る

者

を

い

う

。

た

だ

し

、

規

則

で

定

め

る

特

定

疾

者

を

い

う

。

た

だ

し

、

規

則

で

定

め

る

特

定

疾

病

を

有

す

る

者

に

あ

つ

て

は

、

東

京

都

難

病

患

病

を

有

す

る

者

に

あ

つ

て

は

、

東

京

都

難

病

患

者

等

に

係

る

医

療

費

等

の

助

成

に

関

す

る

規

則

者

等

に

係

る

医

療

費

等

の

助

成

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

二

年

東

京

都

規

則

第

九

十

四

号

。

以

（

平

成

十

二

年

東

京

都

規

則

第

九

十

四

号

。

以

下

「

都

規

則

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

東

京

都

知

下

「

都

規

則

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

東

京

都

知

事

か

ら

医

療

券

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

又

は

事

か

ら

医

療

券

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

又

は

規

則

で

定

め

る

生

活

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

規

則

で

定

め

る

生

活

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

第

六

条

第

一

項

に

規

定

法

律

第

百

四

十

四

号

）

第

六

条

第

一

項

に

規

定
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資 料

す

る

被

保

護

者

若

し

く

は

中

国

残

留

邦

人

等

の

す

る

被

保

護

者

円

滑

な

帰

国

の

促

進

及

び

永

住

帰

国

後

の

自

立

の

支

援

に

関

す

る

法

律

（

平

成

六

年

法

律

第

三

十

号

）

第

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

支

援

給

付

を

受

け

て

い

る

者

に

限

る

。

に

限

る

。

二

略

二

略


